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次期岩手県保健医療計画【地域編（宮古保健医療圏）】 対照表 

素 案 最 終 案 

２ 圏域における重点的な取組の方向 

（１）あらゆる年齢層の健康づくり、生活習慣病予防 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【取組の方向】 
 
〇 生活習慣病予防のため、喫煙（受動喫煙を含む）、運動、休養、睡眠

時間の確保、適正範囲内の飲酒量、適正な栄養摂取（減塩、肥満、過度

のやせ防止等）、口腔ケア等について、住民に対し周知啓発する。 

 
 
 

２ 圏域における重点的な取組の方向 

（１）あらゆる年齢層の健康づくり、生活習慣病予防 

【課 題】 
〇 生活習慣病のリスクのある者の割合が県全体と比較し高いことから、

生活習慣病の予防に取り組む必要があります。特に、当圏域は脳血管疾

患死亡率が県全体と比較して高いことから、引き続き重点的に取り組む

必要があります。 

〇 75 歳以上高齢者が年々増加し、2025 年には圏域内の人口に占める割

合が 24.8％と推計されています。高齢期に現れやすい心身の病気を予

防し、可能な限り長期間健康に生活できるよう取り組む必要がありま

す。 

〇 東日本大震災津波及び台風第 10 号豪雨災害と短期間に大きな災害を

経験していること、働き盛りの世代では強いストレスを感じることが多

いことから、メンタルヘルス対策について継続的に取り組む必要があり

ます。 

 
【主な取組】 

（生活習慣病予防） 

〇 生活習慣病予防のため、生活習慣病のリスク要因（高血圧、喫煙（受

動喫煙を含む）、肥満、過度のやせ、過度の飲酒等）及び健康づくりた

めの生活習慣（運動、休養、睡眠時間の確保、適正な栄養摂取、口腔ケ

ア等）について、地域住民への周知啓発及び事業所への働きかけを行い

ます。 
〇 生活習慣病を防ぐため、幼少期から望ましい生活習慣を習得できるよ

うな取組みを検討していきます。 
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素 案 最 終 案 

 
〇 住民に対し特定健診及びがん検診の受診を奨励し、早期発見・早期治

療に結びつける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 住民に対しこころの健康を保つための知識を周知啓発する。 

 

〇 精神疾患を有する患者を早期発見・早期支援する。 

 

 

 

（健診等の受診奨励） 

〇 地域住民及び事業所に対し特定健診及びがん検診の受診を奨励し、病

気の早期発見・早期治療に結びつけます。 
 
（高齢期に現れる心身の病気の予防） 

〇 高齢者の低栄養及び生活習慣病の重症化を防ぎ、フレイル（※１）に

陥らないよう取り組みます。 

〇 ロコモティブシンドローム（※２）を防ぎ、高齢者が医療や介護が必

要な状態に陥らないよう取り組みます。 
   ※１ Frailty の日本語訳（一般社団法人日本老年学会）。加齢とと

もに、心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の

慢性疾患の併存などの影響があり、生活機能が障害され、心身

の脆弱性が出現した状態。一方で適切な介入・支援により、生

活機能の維持向上が可能な状態像（平成 27 年度厚生労働科学

特別研究事業報告書からの引用）。健康な状態と要介護状態の

中間の状態。 
   ※２ 2007 年に日本整形外科学会によって提唱された概念。運動

器の障害のために移動機能の低下をきたした状態。略称は「ロ

コモ」。 
 
（こころの健康づくり、早期発見・早期支援） 

〇 住民一人ひとりがこころの健康を保てるように、メンタルヘルスに関

する健康教育及び講演会等により周知啓発します。 
〇 こころの病気やメンタルヘルスに不調のある人を早期に発見し、早期

に支援します。 
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素 案 最 終 案 

 
〇 地域全体での自殺予防対策の取組を強化する。 
 
 
 

（２）地域包括ケア体制の構築 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【取組の方向】 
 

〇 住民向けの地域包括ケアに係るフォーラム等を開催し、住民に地域包括

ケアについて理解してもらう。 

 
 
 
 

（自殺予防） 

〇 県、市町村、事業所、医療機関、ボランティア団体等の関係者が連携

し、地域全体での自殺予防対策の取組みを強化します。 
 
 

（２）地域包括ケア体制の構築 

【課 題】 
〇 高齢になっても可能な限り住み慣れた地域で生活することができる

よう、保健・医療・介護・福祉等のサービスが継続的かつ包括的に提供

される体制を整備していく必要があります。 

〇 2025 年に圏域内の 65 歳以上高齢者が圏域内人口に占める割合は

40.9％、75 歳以上高齢者が圏域内人口に占める割合は 24.8％と推計さ

れています。慢性疾患を抱えながら生活する高齢者が増加していくた

め、「治す医療」から「支える医療」への転換が必要となることから、

在宅医療の提供体制を整備する必要があります。 

〇 在宅医療を推進するために重要となる 24 時間対応の訪問看護ステー

ションが未設置又は休止中の町村があることから、解消に努めます。 

 
【主な取組】 

（地域包括ケアについての理解促進） 

〇 住民向けの地域包括ケアに係るフォーラム等を開催し、地域包括ケア

についての理解を促進します。 
 
（担い手の確保） 

〇 認知症の初期対応、看取り及び緩和ケアに対応できる医療従事者を確

保していきます。 
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素 案 最 終 案 
〇 住民が地域包括ケアの担い手の一人として活動できる仕組みづくりを行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 医療、介護、福祉、生活支援サービス等の有機的な連携が可能となるよ

う、地域の連携拠点を設置し、多職種間での連携が深まるような仕組みづ

くりを行う。 
 
 
 
 
 
 

（３）地域医療を担う人材の確保 

 
 
 
 
 
 
 
 

〇 認知症サポーター、傾聴ボランティア、ゲートキーパー、介護予防ボ

ランティア等の住民及び郵便局や新聞販売所等地域の事業所で働く職

員を地域包括ケアの担い手として位置付けます。 
〇 介護の魅力発信及び介護事業所の受け入れ体制の整備等により、新卒

者、介護事業所での就労未経験者、現在就職していない介護事業所の離

職者から介護人材確保を行っていきます。 
 
（サービス提供体制） 

〇 地域ごとに、限られた社会資源を有効に活用しサービスを提供する体

制を構築していきます。 
〇 圏域に在宅医療・介護連携拠点を設置し、多職種による在宅医療と介

護の連携を推進していきます。 
 
〇 ＩＣＴを活用した多職種間での情報提供・情報共有を推進していきま

す。 
〇 サテライト事業所の開設等により、訪問看護ステーションが未設置又

は休止の状態を解消することを目指します。 
 
 

（３）地域医療を支える人材の確保 

【課 題】 

〇 2025年に65歳以上高齢者が圏域内人口に占める割合が40.9％を占め

ると推計されており、高齢者の増加に伴い医療の需要も増加することが

推測されますが、人口 10 万人あたりの医師数が県内で最も少ないこと

から、圏域で必要な医師を確保していく必要があります。 
〇 圏域に看護師養成機関である県立宮古高等看護学院が設置されてお

り、多くの卒業生が県内医療機関に就職していることから、今後も高い

県内就職率を維持していく必要があります。 
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素 案 最 終 案 

 
 
 
 
【取組の方向】 
 
 
〇 圏域内で必要な医師が確保されるための方策を医療機関及び行政機

関等で検討し、連携し実行する。 

 

 

 

〇 県立宮古高等看護学院卒業生が県内で就職するための方策を関係機

関で検討し、連携して実行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇 高齢者の増加に伴い医療の需要が増加することが推測されるため、医

師及び看護職員以外の医療従事者についても確保していく必要があり

ます。 
 
【主な取組】 

（医師の確保） 

〇 修学資金について引き続き周知していきます。 
〇 圏域内で必要な医師が確保されるよう、地域医療構想調整会議及び医

師確保懇談会等において検討し、関係機関等が連携し取り組みます。 
 
（看護職員の確保） 

〇 修学資金について引き続き周知していきます。 
〇 県立宮古高等看護学院卒業生の多くが継続して県内で就職するため

の対策を関係機関で検討し、推進していきます。 
〇 現在就職していない有資格者が再就職するための対策について関係

機関で検討し、推進していきます。 
 
（医師、看護職員以外の医療従事者の確保） 

〇 歯科医師、薬剤師、リハビリ専門職（理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士）等、医療従事者の確保について検討し、推進していきます。 
 
（医療従事者の負担軽減） 

〇 住民一人ひとりが健康づくり、生活習慣病の予防及び生活習慣病の重

症化予防について積極的に取り組むよう、普及啓発します。 
〇 緊急性の低い症状での休日及び夜間の救急医療機関の受診を控える

よう、普及啓発します。 
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素 案 最 終 案 

（４）救急医療 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【取組の方向】 
 

 

 

〇 住民による救急蘇生法（一次救命処置、ファーストエイド）の有効性

について普及啓発する。 

〇 住民に対しＡＥＤの設置場所を周知する。 

 
 
 
〇 住民に対し消防庁が提供する全国版救急受診アプリ及び県が設置す

る小児救急電話相談を普及啓発する。 
 
 
 

（４）救急医療 

【課 題】 

〇 救急車が到着するまでの間の応急手当により救命効果が期待できる

ことから、救急現場に居合わせた住民が適切な応急手当を実施できる必

要があります。 
〇 公共機関・施設を中心にＡＥＤの設置台数は増加していますが、使用

可能な時間が限られるため、夜間帯にも使用できるようにする必要があ

ります。 
〇 救急医療を支える救急車及び救急医療機関は限りある資源であるこ

とを地域住民に理解してもらい、一人ひとりに救急医療を守るための行

動をとってもらう必要があります。 
 
【主な取組】 

（住民による適切な応急手当の促進） 

〇 住民が適切な応急手当を実施することができるよう、引き続き講習会

等を開催します。 
〇 住民による応急手当の知識と技術の講習機会を拡大するため、消防本

部ホームページ掲載のｅ-ラーニングの活用について推進します。 
〇 住民に対しＡＥＤの設置場所を周知します。 
〇 24 時間利用が可能となるＡＥＤの設置場所について検討します。 
 
（救急車の適正利用） 

〇 緊急性の高い事案に救急車を確実に投入できるよう、救急車の適正利

用のための取組み（住民に対し消防庁が提供する全国版救急受診アプリ

及び県が設置する小児救急電話相談の利用について普及啓発する等）に

ついて推進します。 
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素 案 最 終 案 

 
〇 住民に対し医療機関の平日利用及び宮古市休日急患診療所の利用に

ついて継続して啓発する。 

 
 
 
 

（医療機関の適正利用） 

〇 住民に対し、医療機関の平日利用について継続して啓発します。 
〇 住民に対し、初期救急医療機関（軽症の救急患者が利用）である宮古

市休日急患診療所の適正利用、二次救急医療機関（入院や手術が必要な

救急患者が利用）である県立宮古病院及び二次医療救急医療の役割を担

う済生会岩泉病院の適正利用について継続して啓発します。 
 

 


